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令和 6 年度船橋市青少年会館自動販売機設置事業者公募要項（郵便による一般競争入札） 

 

公募の概要 

  「飲料等（清涼飲料水等）の自動販売機」（以下「自動販売機」という。）の設置・運営を目的

とする市有財産の貸付の相手方（設置事業者）を公募（貸付料を競う、一般競争入札）により募

集します。 

 

Ⅰ 貸付物件等 

1） 貸付物件の表記 

物件

番号 
施 設 名 設 置 場 所 販売品目等  台数 備考 

1 船橋市青少年会館 玄関 

ｶﾝ、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等密閉容器

(一般的な清涼飲料水等） 

 

1 台  

 

◎飲料の自動販売機設置場所には別途、使用済み容器回収ボックス（Ｗ500×Ｄ500×Ｈ1000程度）を設置し

ていただきます。なお、設置場所については、20ページの物件個別明細書を参照してください。 

◎施設を訪問する場合はあらかじめ、20ページの物件個別明細書に記載の担当者へご連絡ください。 

 

2）貸付期間    

・令和 7年 2月 1日から令和 10年 1月 31日まで  

※貸付期間満了時は、再度入札等により設置事業者を選定することとなりますので更新はありません。

※契約期間の満了日には、速やかに原状回復して、撤収していただくことになります。（なお、撤収日

は各施設管理者との協議の上、決定するものとします。） 

 

3）貸付用途及び販売品目等 

  貸 付 用 途：自動販売機の設置 

  販売品目等：一般的な清涼飲料水等 

  

4）貸付料 

（1） 貸付料は入札いただいた金額(年額)に、消費税相当分を加算した額を「年間の貸付料」とします。

なお、本市において、最低貸付料（公表はしません。）を設定します。最低貸付料を下回った入札

は失格とします。 

   ※貸付料の消費税相当分について、契約期間中に消費税率の改定があった場合は、改定後の消費税率

(毎年度 4月 1日の消費税率)により算定した額とします。ただし、法令等に別の定めがある場合は

これに従うものとします。 

（2） 貸付料は、各年度当初に市が発行する納入通知書により市が指定する期日までに各年度分を一括

納付していただきます。 
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5）設置条件等 

（1）契約の締結 

契約書は 16ページ以降を参照、設置事業者は令和 7年 2月 1日付けで契約を締結するものとしま

す。 

なお、本件の契約については、地方自治法第 238 条の 4 第 2 項第 4 号の規定に基づく行政財産の

貸付に該当し、民法第 601 条に基づく賃貸借契約となります。 

 

（2）貸付料以外の設置事業者費用負担 

①光熱水費 

電気料については、設置事業者が自らの負担で必ず電力使用量計測用子メーターを設置していた

だきます。これにより計測した使用量に基づき、貸付料とは別に市が 3 か月ごとに発行する納入

通知書により市が指定する日までに納入していただきます。 

また、電気料以外に費用が発生する場合は、実費を徴収します。 

②設置費等 

自動販売機の設置及び撤去に係る費用については、すべて設置事業者の負担となります。 

 

（3）設置する自動販売機 

①本体規格については、原則として物件個別明細書に記載した大きさ以内で、ユニバーサルデザイ

ンの機種としてください。 

ただし、その大きさで収まらない場合は、市と協議のうえ設置していただきます。 

②自動販売機の設置にあたっては、耐震対策（転倒防止措置）を行ってください。その際にはでき

る限り建物の躯体に負担のかからない方法で設置してください。 

③物件については、「自販機堅牢化基準」（日本自動販売システム機械工業会作成）を遵守し、犯罪

防止に努めてください。 

④省エネルギー（ヒートポンプ、ゾーンクーリング、照明の自動点滅・減光、学習省エネ、真空断

熱材使用、ピークカット）の機種としてください。 

⑤環境対策として、冷媒及び断熱材等にフロン・代替フロン（ＣＦＣ、ＦＣ、ＨＣＦＣ、ＨＦＣな

ど）を使用していない機種としてください。（ただし、カップ式自動販売機、紙パック自動販売機

については、「代替フロン（地球温暖化対策の推進に関する法律による）」を認めます。） 

 

（4）維持管理等について 

①商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理は、設置事業者の責任において行ってください。 

②飲料の自動販売機の設置に際しては、容器の種類に応じた使用済容器の回収ボックスを、原則と

して自動販売機横に設置し、適切に回収・リサイクルしてください。 

③賞味期限に注意する等、販売品の衛生管理を徹底してください。 

④販売する品目によっては、食品衛生法の適用を受け届出等が必要となりますので、法律を遵守し

てください。 

⑤自動販売機の故障、問い合わせ及び苦情については、設置事業者の責任において対応していただ

きます。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記してください。 

⑥自動販売機の販売品の売価は、物件個別明細書のとおりとしてください。 

⑦販売品の搬入・使用済容器等の搬出等を行う時間・経路については、各施設長の指示に従ってく
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ださい。 

⑧自動販売機の売上額及び本（個）数については、月ごとに集計を行い 3 か月ごとに、第 7 号様式

（15ページ）にて報告してください。 

⑨電力供給不足等に起因する節電対策を取る必要が発生した場合には、ご協力ください。 

 

（5）災害時の対応について 

  ①災害ベンダーが必須となっている物件については、船橋市災害対策本部設置時又は災害の発生に

より自動販売機を設置する施設に避難者等の受け入れがあったとき、船橋市職員が操作して販売

商品を無償で提供できる機能へ切り替えることが可能な機種としてください。 

  ②災害ベンダーが必須となっている物件については、災害発生時に電気が供給されない状況であっ

ても、48時間程度使用（対応）できる機種としてください。 

 

（6）禁止事項 

①貸付物件を指定用途以外の用途で使用することはできません。 

②貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすることはできません。 

③本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定することはできません。 

④酒類の販売は一切行うことはできません。 

 

（7）貸付の取消及び変更 

   本市が貸付物件を、公用若しくは公共用に供するため必要とするとき、又は貸付の条件に違反す

る行為等があると認めるときは、貸付契約の全部又は一部を解除、又は変更することがあります。 

 

（8）貸付料の返還 

本市が貸付物件を公用若しくは公共用に供するため契約を解除する場合には、既納の貸付料のう

ち、未経過期間分を日割り計算により返還します。 

なお、設置事業者が貸付条件に違反するなど設置事業者の責に帰すべき理由による契約解除や設

置事業者の自己都合による契約解除の場合は、既納の貸付料は返還しません。 

 

（9）設置事業者の自己都合による契約解除及び違約金 

設置事業者は、契約期間中に自己都合により、契約を解除する場合には、貸付料とは別に貸付料

3か月分相当額の違約金を市にお支払いいただきます。 

なお、この場合、同物件にかかる次回以降の公募参加に制限がかかります。 

 

（10）原状回復 

  設置事業者は、貸付期間が満了又は貸付契約が解除されたときは、速やかに原状回復していただ

きます。なお、設置事業者は原状回復にかかった費用及び補償を本市に請求することはできません。 
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Ⅱ 応募要件等 

1） 応募要件  

 

（1）応募件数 

 ア 応募件数は 1件です。 

 

（2）基本的要件 

 ア 自動販売機設置・運営に意欲ある者であること。 

 イ 官公署において、直近 2年間に自動販売機設置の運営実績がある者であること。 

ウ 本市と本公募の同一物件にかかる過去の契約において、自己都合により契約解除をした設置事

業者でない者であること。 

  

（3）資格制限 

  次のいずれかに該当する団体等は、応募することはできません。 

 ア 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当する者 

 イ 国税及び船橋市税を滞納している者 

 ウ 船橋市暴力団排除条例（平成 24 年条例第 18 号）第 2 条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団

員等に該当する者 

エ  千葉県暴力団排除条例（平成 23年条例 4号）第 23条に違反している事実がある者 

なお、入札参加資格確認の際又は、契約後において、船橋市暴力団排除条例（平成 24年条例第 18

号）に基づき、申込者（契約者）が暴力団関係者でないことを船橋警察署又は、船橋東警察署を通

じて千葉県警察本部に照会する場合がありますので、ご了承ください。 

※新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、本公募に係る入札については「イ 国税及び船橋市

税を滞納している者」を資格制限の対象とはしません。そのため、7ページ(5)提出書類のうち、⑦

⑧の提出は不要です。 

 

（4）入札保証金、契約保証金 

  今回の入札にかかる入札保証金及び契約保証金は、免除いたします。 

ただし、落札業者と決定した者が、正当な理由なく期限までに本貸付契約を締結しない場合には、

貸付期間分の貸付料に対して 100分の 5に相当する額を違約金として市へ支払うものとします。 
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2） 応募申し込み 

（1）応募申込書等の配布期間及び配布方法（入札告示期間） 

配布期間（入札告示期間） 配布方法 

令和 6年 11月 26日（火）から 

令和 6年 12月 12日（木）まで 

市のホームページからダウンロード 

 

（2）入札参加登録申請 

登録申請期間 登録申請の方法等 

令和 6年 11月 26日（火）から 

令和 6年 12月 12日（木）まで 

公募要項 6ページ提出書類の①～⑩までの該

当する書類を令和 6年 12月 12日（木）まで

に青少年課に持参もしくは郵送（期限必着）

にて提出してください。登録申請後、書類審

査をして、本市より「入札参加登録決定（否

決）通知」を関係書類と共に返送いたします。 

※郵送する場合は青少年課まで必ず電話連

絡してください。 

TEL：047-436-2903 

（3）質疑応答 

質問期間及び質問方法 回答方法 

令和 6年 11月 26日（火）から 

令和 6年 12月 4日（水）午後 3時まで 

質問は、「第 1 号様式」を使用して、E-mail 又

は FAXで問い合わせください。 

E-mail: seishonen@city.funabashi.lg.jp 

FAX：047-436-2909 

※E-mail又は FAXを送付後は、青少年課まで必

ず電話連絡してください。 

TEL：047-436-2903 

市のホームページにて回答いたします。 

回答（予定）：令和 6年 12月 9日（月） 

（4）入札書提出 

提出期間 提出方法 

令和 6年 12月 19日（木）から 

令和 7年 1月 8日（水）まで 

 

提出は郵送のみで、本市から送付した「入札

書」及び「返信用封筒」を必ず使用して、簡

易書留郵便（必須）により、令和 7 年 1 月 8

日（水）必着とします。 

※詳細は 6ページの「（6）入札書の提出」を

参照 
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（5）提出書類 

 提出時期 提 出 書 類 法人 個人 

① 

参加登録 

申請時 

入札参加申込書（第 2号様式） ○ ○ 

② 誓約書（第 3号様式） ○ ○ 

③ 委任状（第 4号様式）※支店長等に委任する場合のみ必要 ○ ○ 

④ 
登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は現在事項全部

証明書） 
○ 

 

⑤ 身分証明書（本籍地で発行）  ○ 

⑥ 印鑑証明書（発行日から 3か月以内の原本） ○ ○ 

⑦ 
納税証明書（全ての国税で、法人は納税証明書その 3の 3、

個人は納税証明書その 3の 2を提出） 
○ ○ 

⑧ 市税納付確認書（事業所等の所在が市内・市外問わず提出 ） ○ ○ 

⑨ 
官公署における直近 2 年間の自動販売機設置の実績に関す

る書類（書式は任意、A4で作成） 
○ ○ 

⑩ 

切手を貼付した返信用封筒（角 2）またはレターパック 

※切手を貼付した封筒を使用される場合は応募する件数を

考慮し、郵便料の不足が無いよう願います。 

○ ○ 

⑪ 入札時提出 入札書（第 5号様式） ○ ○ 

⑫ 
落札した時 

設置予定の自動販売機カタログ（機能等が分かるもの） ○ ○ 

⑬ 販売を予定する商品一覧（書式は任意、A4で作成） ○ ○ 

 

注意 

※①から⑩までの該当する書類を、令和 6年 11月 26日（火）から令和 6年 12 月 12日（木）までに、

各一部を青少年課に持参もしくは郵送（期限必着）にて提出してください。 

  郵送する場合は青少年課まで必ず電話連絡してください。TEL：047-436-2903 

※委任状を提出した場合は、入札書（第 5号様式）を応募者又は代理人が提出することとなります。（そ

の他の書類は代理人での提出はできません。） 

※提出された①から⑩までの書類を審査して、入札参加登録をします。登録決定された事業者には、

入札参加決定通知書と共に、「入札書」と「返信用封筒」を送付いたします。 

※提出していただいた書類の訂正はできません。提出書類に漏れ、不備がある場合、又は資格要件が

ない事業者は、入札参加登録ができず、入札には参加できません。十分確認のうえ提出してくださ

い。また、提出した書類は、お返しすることはできませんので、あらかじめご了承ください。 

 

 

（6）入札書の提出 

入札書の提出は、本市から送付する「入札書」と「返信用封筒」を必ず使用してください。他の

ものを使用した場合は、失格といたします。 

入札書の記載については、公募要項 13ページの記載例でご確認ください。また、入札書は、本市

が送付した「返信用封筒」を使用し、簡易書留郵便で郵送してください。 

入札書及び返信用封筒に記載漏れがあった場合、また簡易書留郵便以外で郵送された場合は、失
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格といたします。 

令和 7年 1月 8日（水）必着（簡易書留郵便）でお願いします。（その後に到着した分は、無効と

します。） 

※落札が決定された事業者には、(5)提出書類の⑫及び⑬（設置予定の自動販売機及び販売予定の

商品一覧のカタログ等）を、落札決定後速やかにご提出いただきます。 

 

3） 設置事業者の決定方法 

  設置事業者の決定の手順については次のとおりです。 

（1）入札書の開札 

   開  札  下記日時及び場所で応募いただいた「入札書」を開札します。 

立ち会い  応募者の中から立会人を 2者にお願いいたします。 

急きょ立ち会えなくなった時には、市で設置事業者の決定事務に関係のない職員を

立ち会わせて行います。 

傍  聴  傍聴は自由です。 

なお、定刻（午前 10時 00分）以降の入室はできません。 

   比  較  入札書を開札し、最低貸付料以上で最高金額を提示した者が設置事業者となります。

（複数台設置する物件は、提示金額の高い事業者から順位を決定し、上位者から設

置台数分の事業者を決定します。）ただし、同価格の応募者が 2 者以上ある場合は、

直ちにくじ引きによって設置事業者を定めます。くじ引きは、市で設置事業者の決

定事務に関係のない職員が行います。 

   そ の 他  入札書提出後には、書換、引換、撤回をすることはできません。 

 

   入札書の比較日時    

令和 7年 1月 14日（火） 午前 10時 00分～ 

         会場  船橋市役所本庁舎 7階 702会議室 

 

（2）入札結果の通知 

入札結果については、応募者に対し速やかに文書をもって通知するとともに、市のホームページ

に掲載します。 

（3）入札書の無効 

以下に該当する入札書は無効とします。 

① 参加資格のない者が提出した入札書 

② 同一物件に対して、同一人が提出した 2以上の入札書 

③ 明らかに不正行為によって提出されたと認められる入札書 

④ 価格金額の訂正された入札書 

⑤ 記名押印（署名捺印）のない入札書 

⑥ 金額その他記載事項が明らかでない入札書 

⑦ 全ての事項が記載されていない入札書 

⑧ 所定の記載事項以外の事項が記載された入札書 

  ⑨ 前各号に掲げるもののほか、応募に関する条件に違反して提出した入札書 
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～応募から契約等までの流れ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

入札参加登録申請 

令和 6年 12月 12日までに、公募要項 6ページの 

必要書類を青少年課に持参もしくは郵送（必着）に

て提出してください。郵送する場合は青少年課まで

必ず電話連絡してください。 

TEL：047-436-2903 

質疑応答 

質問期間は、令和 6年 11月 26日から令和

6 年 12 月 4 日午後 3 時までとし、質問に

対する回答は、令和 6年 12 月 9日（予定）

に市ホームページに掲載します。 

質問は、E-mail 又は FAXで問い合わせく

ださい。  

E-mail:seishonen@city.funabashi.lg.jp 

FAX：047-436-2909 

応募要件等の確認 

貸付物件、応募要件を公募要項で確認ください。 

入札書の提出 

本市から郵送する、「入札書」及び「返信用封筒」を利用して、封筒に入れ、封筒に所定の裏書き

をして、令和 6 年 12 月 19 日から令和 7 年 1 月 8 日（必着）までに簡易書留郵便で郵送してくだ

さい。 

入札参加登録決定（否決）通知書 

本市から、登録された事業所へは入札参加決定通知

書と共に「入札書」、「返信用封筒」を送付します。 

入札書の比較 

比較日時は、令和 7年 1月 14日午前 10時 00分より、順次行います。入札書により、市が設定し

た最低貸付料以上で、一番高い賃料を提示した事業者を決定します。 

設置の協議 

設置することが決まった事業者は、設置する自動販売機等について協議していただきます。また、

公募要項 6ページにある提出書類⑫及び⑬をご提出いただきます。 

契約・賃料の支払い 

令和 7年 2月 1日付けで、本市と設置事業者は、市有財産一時貸付契約書を取り交わします。 

具体的な設置スケジュールについては施設管理者と協議の上、決定します。 

市が発行する納入通知書により指定する期日までに、貸付料をお支払いいただきます。 
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第１号様式 

 

令和  年  月  日 

 

 船橋市長あて 

件名：令和 6年度船橋市青少年会館自動販売機設置事業者公募について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住    所                        

 

氏名または名称 

 

代 表 者 氏 名                        

 

 

                    

        ＜事務担当者＞ 

所属部署 

          氏  名 

          電  話             FAX 

           

質 問 書 

 

【質問内容】 

印鑑は省略 
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第２号様式 

 

令和  年  月  日 

 

 船橋市長あて 

 

「令和 6 年度船橋市青少年会館自動販売機設置事業者公募要項」の各条項を承知の上、応募を申込

みいたします。 

 

   ＜応募者＞ 

住所または所在地                         

氏名または名称                         

代 表 者 氏 名                       ○印  

  

   ＜事務担当者＞ 

所  属  部  署                         

氏   名                         

電  話               FAX               

      

応募予定件数       件 

  

※  応募を予定する件数をご記入ください。入札に使用する「入札書」と「返信用封筒」を書類

審査後、入札参加登録が決定された事業者には、件数分送付いたします。他のものを使用する

ことはできません。 

   今回は、あくまでも応募予定件数ですので、必ずこの件数をこの後、応募しなければいけな

いということではありませんので、ご注意ください。 

  

同封する他の書類をご確認（チェック）ください。（※要項 6ページを確認願います。） 

   ①誓約書 □  ②委任状（支店長等に委任する場合のみ必要） □ 

   ③登記事項証明書（法人）□ 又は、身分証明書（個人） □ 

   ④印鑑証明書 □ 

   ⑤納税証明書（国税）□ 

⑥市税納付確認書 □ 

   ⑦自動販売機設置の実績に関する書類 □ 

   ⑧返信用の封筒（切手貼付） □ 

 

  

受付番号  

入札参加申込書 

 

印鑑登録している印 
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第３号様式 

 

誓 約 書 
 

 

 

令和  年  月  日 

 

船 橋 市 長  あて 

 

 

住    所                          

 

氏名または名称 

 

代表者氏 名                      印  

 

 

 

 

 

件  名   令和 6年度船橋市青少年会館自動販売機設置事業者公募  

 

 

１ 上記の公募に対し、連合等により公募の公正を害するような不正行為をしていないこ

とを誓約いたします。 

 

２ 船橋市暴力団排除条例（平成２４年条例第１８号）第２条に規定する暴力団、暴力団

員、暴力団員等に該当する者及び千葉県暴力団排除条例（平成 23年条例 4号）第 23条

に違反している事実がある者でないことを誓約します。 

 

３ 上記公募の、Ⅱ応募要件等の 1)応募要件の(2)基本的要件、及び(3)資格制限の内容

をすべて満たしていることを誓約します。 

 

４ 前三項目の誓約に反することが明らかになった場合に、市のとる措置に従い、一切の

異議を申し立てないことを併せて誓約いたします。 

印鑑登録している印 
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第４号様式 

委 任 状 
 

令和  年  月  日 

 

船 橋 市 長  あて 

 

 

住    所                        

 

商号又は名称 

 

代表者氏 名                      印 

 

 

 

 

 

私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

住    所                        

 

受任者  商号又は名称 

  

氏    名                      印 

 

 

記 

  委任事項 

令和 6年度船橋市青少年会館自動販売機設置事業者公募に係る 

（１） 入札に関する一切の権限 

（２） 契約の締結及び契約の履行に関する一切の権限 

（３） 契約代金の支払いに関する一切の権限 

（４） その他前各号に付帯する一切の権限       

 

※ この委任状を提出することで、入札及び契約については、応募者又は受任者の氏名

及び印で行うこととなります。 

  

印鑑登録している印 
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第５号様式 

入  札  書 
令和  年  月  日 

船 橋 市 長  あて 
 
件 名  令和 6年度船橋市青少年会館自動販売機設置事業者公募 

 

応募物件  応募する物件の「応募物件」欄に１物件だけ「○」を付けてください。 

上記で応募する物件の１年間の貸付料の額を記入してください。 

 

 

物件

番号 
施 設 名 設 置 場 所 販売品目等 台数 備考 

1 船橋市青少年会館 玄関 

ｶﾝ、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等

密閉容器(一般

的な清涼飲料水

等） 

 

1台  

 

 

 

 

 

 

 

（消費税及び地方消費税を含まない金額） 

 

金  額 

（年額） 

 十億   

￥ 

百万 

１ 

 

０ 

 

０ 

千 

０ 

 

０ 

 

０ 

  円 

０ 

令和 6 年度船橋市青少年会館自動販売機設置事業者公募要項の内容を承知の上、賃料を入

札します。 

 

 

住    所   千葉市○○区○○町１－２－３            

氏名または名称   △自動販売機株式会社 

代表者職氏名   代表取締役   三角 丸男      印 

       （委任状を提出した場合のみ代理人氏名＋印で可能） 

 

印鑑登録している印 

代表取締役等事業者の代表者で申し込む場合は、印鑑登録の印を、委任状を提出した場合は、応募者又は受任者の氏名と印鑑を

押印ください。（例）自動販売機株式会社 ○○支店長 四角 太郎㊞←委任状の代理人の氏名＋印 

上記応募物件を、賃料 1００万円（１年間の賃料：年額）で借りる場合で、実際に支払う貸

付料は、令和６年度の場合、消費税相当額を加え 1１０万円となります。 

       平成２９、３０年度は各年度 1，０８０，０００円です。 

入札書は記入例のみを掲載します。入札書は入札参加登録がされた

事業所に後日、送付いたします。記載漏れがある入札書は無効とな

ります。 

入札書は封筒に封入し、封筒裏面に応募者名を記入してください。 
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第６号様式 

入 札 辞 退 届 
 

令和  年  月  日 

船 橋 市 長  あて 

 

住   所                         

 

氏名または名称 

 

代表者氏名                       印 

 

 

件    名  令和 6 年度船橋市青少年会館自動販売機設置事業者公募 

 

辞退物件  下記について、都合により公募への応募を辞退します。 

 

物件

番号 
施 設 名 設 置 場 所 販売品目等 台数 備考 

1 船橋市青少年会館 玄関 

ｶﾝ、ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ等

密閉容器(一般

的な清涼飲料水

等） 

 

1台  

 

 

 

 

注意  この届は、入札執行前までに、必ず青少年課に直接持参もしくは郵送にて提

出してください。（郵送の場合は事前に電話連絡してください。） 

        TEL:047-436-2903 

  

印鑑登録している印 
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第７号様式 

 

 

自動販売機売上報告書 

 

令和  年  月  日 

 

船 橋 市 長  あて 

 

              設置事業者名             

 

 

 

① 設置場所                       

 

 

② 売上額及び本（個）数 

    

          

 

 

 

 

売 上 本（個）数 

 

売 上 金 額 

 

年  月分 

 

 

         本（個） 

 

           円 

 

  年  月分 

 

 

         本（個） 

 

           円 

 

  年  月分 

 

 

         本（個） 

 

           円 

 

 合   計 

 

 

         本（個） 

 

           円 
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自動販売機の設置に係る市有財産一時貸付契約書（例 消費税課税） 

 

船橋市（以下「甲」という。）と             （以下「乙」という。）は、自動販売機の

設置について、次の条項により市有財産の一時貸付契約を締結する。 

 

（貸付物件） 

第１条 甲は、次の物件を乙に貸し付ける。 

      船橋市若松３丁目３番４号 

      船橋市青少年会館 

      １階 玄関           （別紙図面） 

（使用目的） 

第２条 乙は、貸付物件を令和６年度船橋市青少年会館自動販売機設置事業者公募要項（以下「公募要項」

という。）の物件個別明細書記載の販売品目である飲料（清涼飲料水等）の自動販売機の設置を目的とし

て使用するものとする。 

（貸付期間） 

第３条 貸付期間は、令和７年２月１日から令和１０年１月３１日までとする。 

（貸付料） 

第４条 貸付料は、年額        円に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。ただし、

令和６年度の貸付料は、入札金額（年額）の十二分の二、令和９年度は入札金額（年額）の十二分の十

に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。 

２ 乙は、毎年度当初に甲が発行する納入通知書により、甲が指定する期日までに、各年度分の貸付料を

一括前納するものとする。 

３ 第 1項の消費税及び地方消費税相当額は、毎年度４月１日の消費税率を適用するものとし、消費税法

の改正に伴い消費税率が変更となった場合は、変更後の税率で計算した額とする。 

（売上報告書の提出等） 

第５条 乙は、本件貸付契約に係る自動販売機の売上状況を月ごとに取りまとめ３か月ごとに、甲に提出

しなければならない。 

  なお、提出した売上状況の内、売上本数は更新契約の際に、甲が契約募集を行うときの基礎数値とし

て、公表できるものとする。 

（光熱水費の実費徴収） 

第６条 自動販売機にかかる電気料・水道料等の光熱水費については、乙は、３か月ごとに甲の発行する

納入通知書により、甲が指定する期日までに、光熱水費を支払わなければならない。 

２ 乙は、設置する自動販売機に電気使用量を計測するための子メーターを設置しなければならない。 

３ 電気料以外に発生する光熱水費の場合は、乙は、売上個数等から使用量を３か月ごとに甲に報告をし

なければならない。 

（貸付料の遅延損害金） 

第７条 乙は、第４条第２項にて指定した期日までに貸付料を納付しないときは、当該納入期限日の翌日

から遅延日数に応じ、当該金額に民法第４０４条に規定する利率の割合で計算した金額（１００円未満

の端数があるとき、又はその金額が１００円未満であるときには、その端数金額又はその金額を徴収し

ない。）を遅延損害金として、甲の発行する納付書により、甲に納入しなければならない。 

２ 前項に規定する率は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とする。 
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（契約不適合責任） 

第８条 甲は、本件土地を現状有姿の状態で乙に貸付けるものとし、乙は、本契約締結後、本件土地が種

類、品質、又は数量に関して契約の内容に適合しないものであることが判明した場合でも、甲に対し履

行の追完の請求、賃料の減額、免除若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできない。 

（禁止事項） 

第９条 乙は、次に掲げる行為をしてはならない。 

（１）貸付物件を、第２条に規定する使用目的以外で使用すること。 

（２）貸付物件を第三者に転貸し、又はそれに類似する行為をすること。 

（３）本件賃借権を第三者に譲渡し、又は他の権利を設定すること。 

（自動販売機設置の基準等） 

第１０条 乙は、自動販売機設置運営に必要な設置費、維持管理費その他費用を自ら負担し、次の各号に

定める事項を遵守して貸付物件を使用しなければならない。 

ただし、自動販売機の設置及び回収ボックスの設置については、甲乙協議の上設定することができる。 

（１）自動販売機の設置 

ア 設置する自動販売機については、「ヒートポンプ」「ゾーンクーリング」「照明の自動点滅・減光」

「学習省エネ」「真空断熱材採用」「ピークカット」を搭載した省エネルギーの機種とすること。 

イ ノンフロン対応の機種とすること。（ただし、カップ式自動販売機、紙パック自動販売機につい

ては、「代替フロン（地球温暖化対策の推進に関する法律による）」を認める。） 

ウ ユニバーサルデザインの機種を設置すること。 

エ 床面及び壁面への直接のボルト止めをしないなど施設の躯体に負担のかからない方法により設

置すること。 

オ 転倒防止措置を施すこと。 

カ 設置する自動販売機には、故障時等の連絡先を必ず明記すること。 

キ 屋外物件については、「自販機堅牢化基準」（日本自動販売システム機械工業会作成）を遵守し、

犯罪防止に努めること。 

（２）回収ボックスの設置 

飲料を販売する自動販売機については、飲料の容器の種類に応じた使用済容器の回収ボックスを

設置し、適切に分別回収・リサイクルを行うこと。 

（３）販売品について 

  ア 販売品については飲料で、酒類及びその類似品は販売しないこと。 

  イ 販売品の賞味期限に注意し、在庫及び補充管理を適切に行うこと。 

  ウ 衛生管理については、関係法令を遵守すること。 

  エ 販売品の売価は、公募要項に記載した価格、又は甲乙協議し決定した価格とする。 

 

（４）自動販売機の管理 

  自動販売機の管理は、乙が自ら行うものとする。 

（災害時の提供） 

第１１条 乙は、船橋市災害対策本部設置時又は災害の発生により当該施設に避難者等の受け入れがあっ

た時（以下「災害時」という。）、自動販売機内の在庫を無償提供する。 

２ 災害時に甲が自動販売機を操作し、無償提供機能を使用する。 

３ 乙は、前条の無償提供機能の使用を可能とするため、甲に対し自動販売機の操作に必要な物品（以下

「操作用具」という。）を貸与する。 
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４ 甲は、無償提供機能を使用した場合は、乙にこれを報告する。 

（使用状況の実地調査等） 

第１２条 甲は、次の各号に該当する事由が生じたときは、実地に調査し又は参考となるべき資料その他

の報告を求めることができる。この場合において、乙は調査等を拒み、妨げ又は怠ってはならない。 

（１） 第９条に定める事項又は第１０条に定める基準に違反したとき。 

（２） その他甲が必要とするとき。 

（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙が本件契約に定める義務を履行しないとき、又は、入札時に提出した誓約書に偽りが

あったときには、本契約を解除することができる。 

２ 甲は、公用又は公共用に供するため貸付物件を必要とするときは、本件契約を解除することができる。 

３ 乙は、契約期間中に自己都合により、契約を解除する場合には、貸付料とは別に貸付料３か月分相当

額の違約金を甲に支払わなければならない。 

 (貸付料の返還) 

第１４条 第１３条第１項又は第３項により本件契約が解除した場合には、既納の貸付料の返還はないも

のとする。 

ただし、甲が、第１３条第２項の規定により本件契約を解除した場合には、既に納付された貸付料の

うち、未経過期間分を日割り計算により、乙に貸付料を返還するものとする。 

（貸付物件の返還） 

第１５条 乙は、第３条に定める貸付期間が満了したとき又は第１３条の規定により契約を解除されたと

きは、直ちに貸付物件を原状に回復し、甲の指定する期日までに返還しなければならない。 

（損害賠償） 

第１６条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当す

る金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、第１３条第２項の規定により甲が本件契約を解除した場合において、乙に損害が発生したとき

は、甲にその補償を請求できるものとする。 

（商品等の盗難又は毀損） 

第１７条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売

上金又は釣り銭の盗難又は毀損について、甲の責に帰することが明らかな場合を除き、その責を負わな

い。 

（有益費等の請求権の放棄） 

第１８条 乙は、貸付期間が満了した場合又は第１３条第１項、同条第３項の規定により本件契約を解除

された場合において、本件貸付物件に投じた改良費等の有益費及びその他の費用があっても、これを甲

に請求することができない。 

（契約の費用） 

第１９条 本契約の締結及び履行に関して必要な一切の費用は、すべて乙の負担とする。 

（遵守事項） 

第２０条 乙は、この契約に定めるもののほか甲発行の公募要項を遵守するものとする。 

（疑義等の決定） 

第２１条 本件契約に定めのない事項又は本件契約に関し疑義があるときは、甲乙協議の上、決定するも

のとする。 

（合意管轄裁判所） 

第２２条 この契約に関して、訴訟の必要が生じたときは、甲の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の
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専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 

 

 

 本件契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自１通を 

 保有する。 

 

   令和７年２月１日 

 

                  甲   船橋市湊町２丁目１０番２５号 

                      船 橋 市 

                      船橋市長  松  戸   徹 

 

 

 

                  乙 
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物件個別明細書（物件番号 1） 

本物件の情報 

設置する施設 船橋市青少年会館 

施設の所在地 船橋市若松 3 丁目 3 番 4 号 

設置場所 玄関 

施設内職員数 2 人 

一般利用者数 42,279 人（令和 5 年度実績） 

売り上げ実績 3,621 本（令和 5 年度実績） 

自動販売機寸法制限 1 台あたり W1,200×D800×H1,900 以内 

担当課及び担当者 青少年課 津田 椎野 ℡047-436-2903 

設置する自動販売機の情報 

項目 設置条件 

設置場所 屋内 

省エネ・ノンフロンタイプ 必須 

災害ベンダー 必須 

ユニバーサルデザイン 必須 

販売種別 カン、ペットボトル等密閉容器 

販売品目 一般的な清涼飲料水等 

施設内の自動販売機の設置状況 有（今回の公募分の 1 台のみ） 

販売価格 標準販売価格以下 

その他特記事項：  

・電子マネー対応機種 

設置場所フロアー図 

１階平面図 

 

設置場所 


